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診断Ⅲ（早期措置が必要）の施設の工事着手率①

指 標：早期措置が必要（診断Ⅲ）と判定された施設の工事着手率

対象工種：県民生活や経済に特に影響の大きい４工種
橋梁、トンネル、水門・陸こう、係留（港湾、漁港）

目 標：令和５年度（５年後）までに１００％

工事着手率 ＝ 工事着手数 ／ 診断Ⅲの施設数（H26〜H30点検分）

令和４年度末

参考︓令和３年度末

■着手率の算出方法



2

診断Ⅲ（早期措置が必要）の施設の工事着手率②
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診断Ⅲ（早期措置が必要）の施設の工事着手率③


